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Ⅰ．これまでの路網整備に関する考え方
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これまでの路網整備に関する検討①

平成21年12月に策定された「森林・林業再生プラン」を着実に推進するため、検討委員会を設置。
路網を構成する道を、車道である「林道」と「林業専用道」、主として林業用の機械が走行する「森林作業
道」に区分し、これらを長期にわたって使用していくことを前提に路網を整備。

林地の傾斜度に着目し、作業システムに必要となる路網密度の目安をとりまとめるとともに（地形・傾斜・
作業システムに対応する路網整備水準の目安）、作業システムの例を提示。

路網・作業システム検討委員会（平成22年）

前回の森林・林業基本計画の策定から５年が経過し、今後の路網整備の方向、作業システムの考え方、路網
整備水準等について再考。

次回の森林・林業基本計画においても、現行の路網整備水準を踏まえ、林道等の望ましい延長の目安、10年
後の林道等の延長の目安を検討 など。

路網整備検討会（平成27年）

「路網・作業システム検討委員会」での検討結果を踏まえ、「指向する森林の状態に応じた路網整備の対象
地についての考え方」、「傾斜区分別の作業システムに応じた路網整備水準の基本的な考え方」を基本計画
に反映。

森林・林業基本計画（平成23年）

 路網整備検討会で整理した「路網整備の考え方」や「目標とする路網延長」等の考え方について、現行の
森林・林業基本計画に反映。

森林・林業基本計画（平成28年）
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これまでの路網整備に関する検討②

前回の森林・林業基本計画が策定されてから５年が経過し、これまでの路網整備の取組の評価や課題を整理。
（課題・状況の変化として、①木材輸送を巡る状況の変化、②作業システムの変化、③甚大な山地災害等の増加、
④森林土木技術者の減少、⑤森林空間に対するニーズの多様化、を提示）
森林・林業を取り巻く情勢の変化や豪雨等による災害の激甚化等を踏まえた今後の路網整備の対応方向をとりま
とめ。

（論点と対応方向として、①長期的・広域的・総合的な路網整備計画の策定、②木材の大量輸送への対応、③作業
システムの進展・普及への対応、④災害に強い路網整備への対応、⑤森林土木技術者の人材不足への対応、⑥路網
整備水準の適切な指標・目標、の６点を整理）

今後の路網整備のあり方検討会（令和２年）

 今後の路網整備のあり方検討会で整理した「路網整備の考え方」や「目標とする路網延長」等の考え方について、
現行の森林・林業基本計画に反映。

森林・林業基本計画（令和３年）
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路網の区分及び役割に応じた整備方向

○ 森林の整備・保全を適切に実施するとともに、林業の生産性向上を図るためには、路網と高性能林業機械等を組み
合わせた効率的な作業システムを構築することが不可欠。

○ 路網については「林道」、「林業専用道」及び「森林作業道」に大別し、それぞれの役割等に応じて適切に組み合
わせた路網ネットワークの整備を進めているところ。

公道

同

施業の集約化

林業専用道林道

森林作業道

林道

• 原則として不特定多数の者が利用可能
な恒久的公共施設

• 一般車の通行も想定し安全施設を完備
• 森林整備の基盤はもとより生活環境の

改善、災害時の迂回路など地域インフ
ラとなる骨格的な道

効率的な森林の整備や地域産業の振興等を図る 専ら森林施業に利用され、
木材輸送機能を強化

• 主として森林施業を行うために利用
される恒久的公共施設

• 大型の林業用車両の走行を想定した
道づくり

• 必要最小限の規格・構造を有する
丈夫で簡易な道

導入する作業システムに対応し、
森林整備の促進を図る

• 森林所有者や林業事業体など、特定の
者が森林施業のために利用

• 主として林業機械（２トン積程度の
小型トラックを含む）の走行を想定

• 経済性を確保しつつ丈夫で簡易な構造
とすることが特に求めれる
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望ましい路網整備の考え方について
○ 林地生産力が比較的高い林分等については、森林施業を積極的に実施することを前提として、効率的な施業に必要
な路網を整備。上記以外の天然生林等については、維持・修繕を適切に行い既存の路網を維持。

○ 今後15年間の林道整備については、森林の整備・保全、木材の生産・流通の効率化を図るための林道等を整備する
とともに、災害の激甚化を踏まえた強靱化を図るための機能強化等を重点的に実施。

林政審議会資料
（令和３年３月30日）

■ 指向する森林の状態に応じた路網整備

○ 資源の充実にともなう主伐量の増加、大径材の輸送に対応して、
幹線となる林道を優先的に開設。

○ 育成単層林の車両系においては、「路網整備水準の目安」における
最大値、架線系は最小値の基幹路網密度を設定。また、伐採現場から
林道への搬送能力を高めるために、森林作業道を整備。

○ 育成複層林の車両系（緩・中傾斜地）は最大値、それ以外は最小値
の基幹路網密度を設定。

林地生産力が比較的高い林分を対象とした
地形傾斜・作業システムに対応する路網整備水準の目安

○ 緩傾斜地については、効率的な施業や木材生産を行うため、車両系を前提
とした高密度な路網を整備。

○ 林地保全や架線集材技術の進展を受け、中傾斜は林道から近い林地にお
いては車両系、それ以外は架線系を実施。急傾斜・急峻地は架線系を実施。

区分
作業

システム

路網密度（m/ha）

基幹路網
（林道等）

森林作業道

緩傾斜地 車両系 30-40 70-210

中傾斜地
車両系

23-34
52-165

架線系 2-41

急傾斜地
車両系

16-26
35-124

架線系 0-24

急峻地 架線系 5-15 -

○ 高性能林業機械の進展状況を踏まえつつ林道等の整備については、【指
向する森林の状態】、【傾斜度】、【車道からの距離】等の自然的社会的条件
を踏まえた将来の望ましい延長は､現況の約19万kmから約25万kmにするこ
とが必要と試算。

○ 合わせて、災害の激甚化、走行車両の大型化等に対応できるよう、尾根沿
いや河川から離れた線形選択、土場等の設置、排水機能の強化等により路
網の強靱化を図る。

傾斜区分別の作業システム路網整備水準の考え方

将来の望ましい延長

総延長
６０

＜５１＞

林道等
（車道）

２５
＜２１＞

森林作業道
３５

＜３０＞

※< >内は15年後を目途とした延長で、上段の内数

○路網の将来の望ましい総延長 （万km） ○ 路網の強靭化

災害の激甚化に対応する観点、
木材の輸送の効率化の観点から、
今後15年間で既設林道の改築・
改良により質的な向上を図るこ
ととし、新たに、セミトレーラ
等の大型車両が安全に通行でき
る林道に関する目標を設定。

（現状）

約５千km

（令和17年）

約７千km

望ましい路網整備の考え方
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林道等 森林作業道

現状 整備の目安

路網整備の進捗状況

○ 路網開設延長は、森林作業道を中心に増加しているものの、幹線となる林道等の整備が遅れている状況。
○ 森林全体の路網密度は増加傾向だが、資材費・労務費の高騰等により林道等の開設延長は漸減。
○ 大型車両が安全に通行できる延長を増やすため、既設林道の改築・改良も必要だが、遅れている状況。

■ 林内路網の現状と整備の目安（累積）

資料：林野庁業務資料

R3 R4 R5

林道等 519 437 399

森林作業道 13,971 13,323 12,854

合計 14,489 13,760 13,253

（路網密度） 24.1 24.7 25.2

■ 年度別の路網整備の実績、路網密度の推移

（km、m/ha）

資料：林野庁業務資料
注 ：林道等には、「主として木材輸送トラックが走行す
る作業道」を含む。合計は、四捨五入の関係で不一致。

■ 既設林道の改築・改良の実績（累積）

8

41 42
51

60

44

R3 R4 R5

実績 5,048 5,085 5,098

計画比 73% 74% 74%

（km）

資料：林野庁業務資料
※民有林分

• 林道等の総延長については、望ましい総延長の25万km、R17年度目標の21万
kmに対して、R5年度時点で20万kmに達しており、目標に対する割合では一定の
整備が進んでいると捉えることも可能。

• 一方で、年度別の路網整備の実績と比較すると、現状の整備のペースでは目標の達
成は難しい状況。



Ⅱ．路網整備をめぐる状況

9



１．森林資源の成熟化に伴う森林施業の多様化 ①主伐の増加

○ 人工林の約６割が50年生を超え、利用期を迎えており、主伐による木材供給量が増加。条件の良い林業適地から
伐採が行われており、これらの区域では、主伐・再造林を念頭に、資源を効率的に循環利用していく必要がある。

○ 令和３年以降、森林計画制度等において、再造林対策を促進すべき区域を設定する取組が進展。

0
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200
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S56（1981）年

R４（2022）年

■ 人工林の林齢別面積

資料：林野庁「森林資源の現況」
 注：S56年は61年生以上をまとめて集計。 （年生）

（万ha） 50年生を超える人工林６割

→成長に優れた苗木を積極的に用いた再造林を計画的かつ効率的に推
進するため、都道府県知事が自然的社会的条件からみて植栽に適し
た区域（特定植栽促進区域）を指定

62万ha設定
（令和６年度末）

＜改正間伐等特措法（Ｒ３）＞

106万ha設定
（令和５年度末）

■ 林業適地に対する区域指定の動向
＜改正森林法施行規則（Ｒ３）＞
→市町村森林整備計画において、木材生産機能維持増進森林のうち、
林地生産力（地位）及び施業の効率性（地利）が特に高い森林を
「特に効率的な施業が可能な森林の区域」に指定
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■ 国産材供給量の推移

1,273 

2,713 
759

746
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主伐材 間伐材

（万m3）

資料：農林水産省「木材需給表」、林野庁業務資料

2,032

3,459



１．森林資源の成熟化に伴う森林施業の多様化 ②針広混交林化の取組等

○ 研究機関や都道府県等において、針広混交林化等に係る技術指針が作成。条件不利地など林業経営に適さない森
林では、針広混交林化も含めた森林整備が進むことが期待。

○ また、国産広葉樹の供給ニーズが高まっている中で、里山広葉樹材を利用する動きも見られるところ。

■ 針広混交林化に向けた技術指針等
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林野庁（2018）
国立研究開発法人
森林研究・整備機構

（2012）
宮城県（2019） 大阪府（2020） 兵庫県（2022）

■ 里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言
令和６年度には、里山広葉樹林の新たな価値創造と利活用を通じた再生に向けて、有識者による里山広葉樹利活用推進会議を開催。
令和７年３月には同会議において「里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」が取りまとめられた。



１．森林資源の成熟化に伴う森林施業の多様化 ③急／緩傾斜地での施業
○ 集材・木寄せ作業には主にグラップル等が用いられているが、地形条件の厳しい急傾斜地等では、森林作業道等の
高密度な作設により災害のリスクが高まることから、近年は遠隔操作式のグラップル搬器と組み合わせた集材機やタ
ワーヤーダ等による架線集材も見られる。
○ 緩傾斜地においては、一部の先進的な事業者により、林内走行が可能なホイール型の林業機械の活用が見られる。
○ これらの林業機械を用いた作業システム等の普及に当たっての対応は、今後の課題。

■集材・木寄せ作業に用いられた林業機械の割合
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集材機とグラップル搬器

林内走行伐倒・造材機械 林内走行フォワーダ
出典：林野庁業務資料を基に集計

・2022年1月～12月に生産を完了した全国（沖縄県を除く）の事業地のうち、立木本数、傾斜等の林況、伐採量、搬出距離
及び作業形態が当該地域において一般的な事例を対象に調査。全国の皆伐事例を集計。なお、集計結果は暫定値。

・統計学的手法を用いていないため、平均値からの誤差が不明な点に留意。

■架線集材機械の例

タワーヤーダ

■ホイール式林業機械の例

急傾斜地において、林道や林業専用道上に集材を行う作業システムに用いられる。

緩傾斜地において、林内で伐倒・造材・集材を行う作業システムで用いられる。



１．森林資源の成熟化に伴う森林施業の多様化 ④森林作業道と集材路の指針
○ 主伐時に作設された不適切な集材路を起因とする林地崩壊も散見される中、令和３年に主伐時における伐採・搬出
指針を制定し、森林作業道作設指針とともに普及を図ってきたところ。

○ これらの指針に即した集材等の実施を市町村森林整備計画に位置づけた上で、伐採造林届出制度の運用を通じて適
切な集材路等の作設を推進しているところ。

○ 令和５年に施行された盛土規制法では、これらの指針等に即して作設される森林作業道等は許可不要工事に該当。

■ 指針の普及啓発資料■ 森林作業道作設指針の解説資料
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■ 伐造届提出時のチェックリスト
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１．森林資源の成熟化に伴う森林施業の多様化 ⑤原木運送をめぐる状況
○ 木材生産が増加する中で、大径材を含む大量の木材を効率的に輸送することが求められている。
○ 原木運送業者を対象に行った調査から、運転手不足の声が多い。原木運送の年間取扱量も増加傾向にあり、一度に
より多くの原木を運送できる大型車両の保有台数も増加。

○ 林道の状況による受注判断の有無は、原木運送業者の79％が「ある」と回答しており、林道の改良等は、木材輸送
を円滑に行う上でも重要。

■ 運転手の過不足 ■ 原木運送の年間取扱量

資料：林野庁 原木運送に係るアンケート調査（令和７年１月に原木運送を業務とする466事業者を対象にアンケートを依頼、有効回答187。）
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31%

（千㎥）
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0

50

100

150

200

250

H30 R5

■ セミトレーラの保有台数
（台）

■ 原木運送業者からの意見
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１．２倍

【意見】
・林道周辺の枝の伐採など、林道の維持管理をしっかりとしてほしい。
・携帯の電波も入らないような現場では、ドライバーの安全確保のた
め、安全に運送できる状況にしてほしい。

・トラックドライバーの目線で高い所まで枝を切るなど、ドライバー
の安全性も考慮し、定期的に現場の状況把握と補修をしてほしい。

【改善事例】
・発注者に土場のぬかるみや路面の荒れについて伝え、鉄板を敷いて
もらったり、現場に行くまでの枝等を伐採してもらったりした。

・水害による路肩の被害について、市町村に依頼し対応してもらった。

（各事業者合計）

ある
79%

ない
21%

■ 林道の状況による受注判断の有無

セミトレーラに
よる原木運送

１．３倍未回答 2%
余っている 0%



２．山地災害等の激甚化・頻発化 ①山地災害等の発生状況

○ 短期間豪雨の増加に加え、線状降水帯の形成等に伴い長期間の強い雨が降り続くケースも見られ、全国各地で山地
災害が激甚化するとともに、同時多発的に発生する傾向。

○ 令和６年も、能登半島地震・豪雨、７月の大雨や台風第10号等により甚大な被害が発生。
○ 治山関係と林道施設の被害を合わせて、被害箇所数10,062か所、被害額約1,759億円。

→ 短時間大雨の増加
（全国〔アメダス〕1時間降水量50mm以上の年間発生
回数（出展：気象庁ＨＰ））

山地災害等の発生状況（治山関係、林道施設被害）

■令和６年７月の大雨による山地災害

山形県鮭川村石川県輪島市

→ 線状降水帯による長時間継続する大雨の顕在化
（R2年７月豪雨による48時間雨量の状況（出典：気象庁

HP））

■ 山地災害の激甚化
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■令和６年能登半島地震による山地災害



２．山地災害等の激甚化・頻発化 ②林道被害の発生状況等
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○ 山地災害等の増加に伴い、林道においても、被災箇所数・被害総額・箇所当たりの被害額のいずれも増加傾向。
○ 林道橋やトンネル等の老朽化も進んでおり、老朽化対策の加速化も急務。特に河川沿いの林道は被災リスクが高い
ため、令和３年には林道技術基準に河川水等による被災を抑制するための対応等を追加。

○ 今後は気候変動に伴い、林道災害がさらに増加することが見込まれる。

■林道施設の被害状況

モデルを⽤いた今世紀末の林道災害発⽣箇所数予測

※ 2024年度林業経済学会主催砂防学会、森林利⽤学会共催合同シンポジウムから  （RCP8.5シナリオ）

（箇所、百万円） （百万円）

資料：林野庁業務資料

林道被害の状況

8,645 

74,650 

2.29

10.13

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

箇所数
被害総額(百万円)
1箇所当たり被害額(百万円)

秋田県横手市 熊本県水上村

老朽化対策の加速化が急務

■個別施設計画策定施設の状況

資料：林野庁業務資料

（R6.3.31時点）

施設総数 約26,000施設

うち林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）における
計画期間（Ｒ３～７）に修繕・更新等を予定している施設数 約3,000施設

うち修繕・更新等の完了率 29.8％



２．山地災害等の激甚化・頻発化 ③能登半島地震・豪雨への対応（林道災害の状況）

【地震】
法面崩壊（珠洲市・林道宝立山線）

※能登半島地震では、ほか新潟県７路線８箇所、富山県17路線29箇所でも
 林道被害が発生

ほうりゅうざん

○ 能登半島では、林道1,120路線のうち能登半島地震では294路線で2,245箇所、豪雨では143路線で539箇所の
被害が発生。

○ 能登半島地震の地域の復旧に当たっては、通行不能となった道路の代替路として、既設林道が活用された。

能登半島地震により通行不能となった道路の代替路としての林道の活用
（輪島市・林道小池線を仮復旧し通行確保）
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【林道の被害箇所数】

被害なし
～50箇所
51～100箇所
101～200箇所
201～500箇所
501箇所～

※各市町村名の下部に
地震による被害を（）記載
豪雨による被害を<>記載

かほく市

羽咋市

金沢市

川北町

能美市

珠洲市

中能登町

七尾市
志賀町

穴水町

能登町
輪島市

野々市市

津幡町

宝達志水町

加賀市

白山市

内灘町

小松市

（471）<148>

（349）<57>
（842）<324>

（316）<10>

（116）

（3）

（65）

（10）

（35）

（17）

（4）

（13）

（4）

【豪雨】
路体崩壊（輪島市・林道久手川線）

ほうりゅうざん くてがわ



２．山地災害等の激甚化・頻発化 ⑤国土強靱化の取組
○ 国土強靱化「5か年加速化対策」に基づき、山地災害危険地区や重要なインフラ周辺等のうち特に緊要度の高い区域
における間伐等の森林整備のほか、災害時に備えた特に重要な林道（代替路にもなる林道）の整備・強化等を実施。
○ 「5か年加速化対策」に続く対策として、令和７年６月策定の「第１次国土強靱化実施中期計画」においても、引き
続き森林整備・治山対策を実施していく必要。

実施前 実施後

のり面保全
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令和７年６月策定

■ 林道における国土強靱化の取組イメージ

排水施設の整備

実施前 実施後

■ 国土強靱化関係の計画
舗装

実施前 実施後



３．インフラ整備に係るデジタル技術の進展 ①計測・解析の高度化

■ 航空レーザ測量による高解像度DEM（Digital Elevation Model）

○ 道路等のインフラ分野において、業務の高度化・効率化を図るため、デジタル技術の活用が進展。
○ 森林においても、航空レーザ計測等により高精度な地形データの蓄積が進み、地形データを活用した解析等が可能
となってきている。

森林基本図 高解像度DEMによるCS立体図
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高解像度DEMは日本の森林域の７割で利用可能

■ デジタル技術の活用の進展

 航空機等に搭載した３Dレーザスキャナーによる
森林資源・地形情報を高精度に取得・解析する
取組や、その情報をオープンデータ化する取組
等が進展。

 レーザ計測データを活用した路網の線形検討や
施工の効率化・省力化を図るソフト等も普及。

 レーザ計測データを取得・解析することで、単木レベルの森林資源情報
（樹種・材積など）や高精度な地形情報を把握することが可能

ドローン搭載型

航空機

地上設置型

地形情報資源情報

解析

資料：第59回林道研究発表会 特別講演資料



３．インフラ整備に係るデジタル技術の進展 ②林道におけるＩＣＴの活用

○ 林道の計画、開設、維持管理等において、デジタル技術の活用による省力化が可能。
○ 特に、ICTの活用については、工期の短縮など省力化に資することから、近年取組が進んでいる。
○ 令和６年度に完了した林道の工事でICTを活用したものは125件（入札上ICTの活用対象となった工事の約３割）。

予備測量・全体計画

地上型レーザ
スキャナー

ＩＣＴ建機による３次元設計
データを使ったＭＣ（マシンコ
ントロール）土工 ※丁張不要

■ 林道事業のICT活用工事の流れ

実測量 設計 施工 出来形管理

I
C
T
活
用

従

来

Ｂ
Ｐ

Ｅ
Ｐ

航空レーザー測量デー
タを基に路網設計支援
ソフトで計画策定

現地での測量成果をも
とに計画策定 立木を伐開後、中心線、

縦断、横断を測量

ＵＡＶ

３次元データの取得・解析

縦断図・横断図・平面図等の作
図・数量計算（２次元設計）

平面図

縦断図

３次元測量データを基に専用ソフ
トで設計（３次元設計）

設計図に合わせて丁張設置、
検測しながら施工

３次元モデルによ
る出来形管理

現地実測による
出来形管理
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４．人口減少・森林土木技術者の減少 ①技術者等の推移
○ 農山漁村においては、都市に先駆けて人口減少・高齢化が進んでおり、特に中山間地域ではその傾向が顕著。
○ 全産業と比較し建設業は高齢化が進行しており、土木・測量技術者、地方自治体の土木職員の数も減少傾向。

■ 地域類型別の人口構成の推移
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老年人口
生産年齢人口
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資料：令和５年１月27日 食料・農業・農村政策審議会 基本法検証部会（第８回）資料
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■ 土木・測量技術者数の推移

出典：国勢調査
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■ 建設業就業者の年齢構成の推移

出典：総務省 労働力調査 21出典：総務省 地方公共団体定員管理調査

■ 地方自治体の土木職員数の推移
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４．人口減少・森林土木技術者の減少 ②人材育成の取組
○ 技術者が減少する中で、効率的な路網整備の推進に向け、国や都道府県において技術者育成のための研修を実施。
○ また、森林作業道作設の研修指導者のための研修ガイドを国で作成し、都道府県に周知。
○ 林道研究会による「林道研究発表会」等を通じ、会員間の技術の研鑽、交流を実施。

■ 国が実施する路網整備に関する研修

■ 林道研究会

①林道業務の実務ができる技術者を育成する「林道技術者育成研
修」、②林道計画の構想、線形等の設計について指導できる技術者
を育成する「林道路網計画研修」等を、林野庁森林技術総合研修所
において実施。

 対象者：都道府県、市町村、国 等

 主な研修内容：
① 林道の設計・維持管理・施設災害復旧等の基本的知識の習得
及び林道の計画・調査・測量・設計に係る実習

② 林道路網の計画及び現地検討
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■ 都道府県が実施する路網整備に関する研修

 毎年、路網関係の事業者や研究者、行政担当者等による研
究発表や、専門家による特別講演を実施。会員数2,541名
（令和７年３月末現在）。

 会報「林道」を年６回発行し、情報の発表・交流に寄与。

■ 研修指導者のための研修ガイド
 令和５年度に森林作業道作設オペレータの指導者向けに作成。
 解説に加えて、指導者から受講者に話すべき内容、伝え方の
ポイント、技術的留意点等を記載。

→令和２～６年度で計８２２名が修了

林道・林業専用道・森林作業道について、路網計画や設計・積算、
工事実施時の施工管理、工事完了後の維持管理、災害復旧対応など
多岐にわたる研修のほか、林道施設の長寿命化の観点から、橋梁点
検が実施できる技術者を育成する研修など、都道府県ごとに実施。

 対象者：都道府県、市町村、事業者 等

→令和２～６年度で計９，７４４名が修了



４．人口減少・森林土木技術者の減少 ③多様な主体による活用、維持管理
○ 林道は、これまでも景勝地へのアクセス路等として利用されてきたほか、近年では林道自体でのイベントの開催な
ど森林空間に対する地域のニーズに応じた多様な活用が見られる。
○ 森林サービス産業の創出・推進の流れの中で、森林空間利用の場としての林道の役割が期待。
○ 市町村や事業体の職員が減少する一方で、地域住民や多様な林道利用者等が維持管理等に関与する事例も見られる。

■ 林道の多様な活用の事例 ■ 地域住民や林道利用者による林道の維持管理等の事例

 イベント主催者や参加者による林道の刈払い、路盤整備、
ゴミ拾い等の実施。

 町内会、生産森林組合等による刈払いや側溝落ち葉上げ
等の実施。

 地元住民、地域おこし協力隊、一般財団法人等による倒
木処理や刈払い、側溝清掃等の実施。

 事業者や一般社団法人等が、行政機関と協定を結び、災
害時に林道の被災状況の確認・報告等を実施。

23

通行規制の他、登山口、キャン
プ場等の情報や、林道イベント
情報を掲載（事務局：徳島県）

（参考）森林サービス産業とは
  山村地域の活性化を図るため、健康、観光、教育等の様々な分野で、
豊かな森林空間を活用した体験プログラムを提供することで、新たな
雇用と所得機会を生み出すことを目的としたもの。

県営林道を活用した自転車イベント（山梨県）



（参考）現行の森林の誘導の考え方
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（参考）現行の森林の誘導の考え方
○ 充実した人工林資源を最大限活用するとともに、効率的かつ効果的に森林を整備・保全し、公益的機能を持続的に
発揮。

○ 地域の状況を踏まえ、①傾斜が緩く集落から近い森林など林業経営に適した森林では、多様な伐期と植栽での確実
な更新を図ることによる資源の循環利用、②奥地水源など条件不利地等では、針広混交林化、広葉樹林化を推進してい
く必要。

 森林の誘導の考え方

○ 育成複層林に誘導する森林

 自然条件等に応じて択伐や帯状又は群状の伐採と広葉

樹の導入等により複層林化を図り、公益的機能の発揮

を図る森林として位置づけ。

 天然生林のうち里山など継続的な利用や管理が必要な

森林では、更新補助作業等により、育成複層林に誘導。

○ 育成単層林を維持する森林

 多様な伐期と植栽での確実な更新を図り、資源を

循環利用していく森林として位置づけ。

 公益的機能の発揮を同時に図る森林では、皆伐

面積の縮小・分散や、伐期の長期化、植栽による

確実な更新で、伐採に伴う裸地化の影響を軽減。

現状 目指す姿

公益的機能を持続的に発
揮し、将来の森林管理コス
トの低減にも寄与

育成複層林100万ha
育成複層林680万ha

育成単層林1,030万ha 育成単層林660万ha

林地生産力が高く、傾斜が緩やかで、

車道等からの距離が近いなど社会

的条件も良い人工林

天然生林1,380万ha
天然生林1,170万ha

林地生産力が低く、急傾斜で、

車道等からの距離が遠いなど社

会的条件も悪い人工林

原生的な森林生態系や稀少な

生物が生育・生息する森林等

先行的に路網整備を進
めるとともに、主伐後の
再造林を適切に実施し、
循環利用を図る

○ 天然生林を維持する森林

 主に天然力により健全性が確保される森

林として位置づけ。

 自然の推移に委ねることを基本として、必

要に応じて植生の復元を図る。

多様で健全な
森林へ誘導
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Ⅲ．今後の路網整備についての論点
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今後の路網整備についての論点①

○ 今後の路網整備に当たっては、森林資源の成熟化に伴う間伐から主伐への移行、多様な森林施業への対応
等の森林・林業の情勢の変化への対応や、気候変動に伴う災害の激甚化を踏まえた検討をすべきではないか。

１．森林施業の多様化、気候変動に伴う災害の激甚化への対応
（１）気候変動に対応しつつ主伐・再造林に対応した路網整備

（２）森林施業の多様化に対応した路網整備

（３）災害の激甚化に対応した路網整備

27

 気候が変動する中での主伐の増加に対応した路網整備について検討すべきではないか。
⇒ 例えば、・林業適地（効率的施業区域）における林道整備の重点化

・森林作業道・集材路の適切な作設
・木材の効率的な輸送のための大型車輌の通行に対応した改良
・崩壊しやすい地形・地質を避けた適切な線形・区域での路網整備 等

 多様な施業に対応した路網整備について検討すべきではないか。
⇒ 例えば、・架線集材機械やホイール型林業機械の活用を踏まえた路網整備（適した規格、整備主体等）

・針広混交林化や広葉樹の利活用を踏まえた路網整備
・林道事業におけるＢ／Ｃや開設（改良）効果指数の検討 等

※路網整備水準の適切な指標・目標の検討方向について
路網整備の指標や目標の検討は、例えば以下の点を踏まえて進めるべきではないか。
・スマート林業機械の開発状況や作業システムの将来像等を踏まえた路網整備水準の検討
・路網延長や路網密度以外の指標・目標の設定の可能性について検討 等

 被害を受けにくい強靱な林道の整備について検討すべきではないか。
⇒ 例えば、・河川沿い林道の強靱化、災害復旧の手法の検討

・代替路にもなる林道の開設・改良の推進、半島地域の林道整備の見直し
・デジタル技術等を活用した老朽化対策の効率化 等



今後の路網整備についての論点②

２．デジタル技術の進展や技術者の減少への対応
（１）路網整備におけるDXの推進

（２）人口減少など社会構造の変化を踏まえた路網整備
 農山漁村地域の人口減少が急速に進む中、行政や事業体等の森林土木技術者の育成・確保に加え、
林道事業が受注されるようにする工夫や多様な主体による維持管理等を検討すべきではないか。
⇒ 例えば、・研修等による人材育成、外部人材の活用

・「選ばれる森林土木」の更なる推進
・多様な主体による維持管理、地域振興としての路網の活用の推進
・森林経営管理制度等による林道開設に係る地域の合意形成の促進 等

 人口減少に伴い、労働力の減少が見込まれる中で、業務の効率化・高度化を図るためには、
ICTを活用した林道調査や工事、事務の効率化が不可欠ではないか。
⇒ 例えば、・林道のICT施工の更なる推進

・林道台帳・林道線形データ等のデジタル化の推進、オープン化の検討
・デジタル技術等を活用した効率的な点検・診断、維持管理の推進 等

28


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28

